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１ 

 

第１章  基本的事項  

第１章では、加古川市環境マネジメントシステムに関する基本的事項について必要な事項を定

める。  

 

１．目的等  

「加古川市環境基本計画」や「加古川市環境配慮率先実行計画」等の計画に基づく取組を推

進すると同時に、環境に関連する法的要求事項の遵守及び点検、緊急事態への準備及び対応

等のため、加古川市環境マネジメントシステムを構築し、運用する。  

また、その運用の根拠となる文書として「加古川市環境管理マニュアル」（以下「本マニュアル」

という。）を作成する。 

 

２．定義  

本マニュアル及び加古川市環境マネジメントシステムの運用において、次の各項目に掲げる

用語の定義は、以下のとおりとする。  

（１）環境マネジメントシステム  

加古川市環境マネジメントシステムを指す。  

（２）統括組織  

統括環境管理責任者（環境部長）、副統括環境管理責任者（環境部次長）を指し、市全  

体の環境マネジメントシステムの統括を行う。  

（３）実行組織  

加古川市環境配慮率先実行計画で定める対象範囲（別表１「適用範囲表」参照）にお  

ける、各部等、各課等及び所管施設等を指す。  

（４）法的要求事項  

各実行組織が所管する業務・行為、所有する設備・薬品等について、環境に関連する  

法令等の規定があるもののうち、違反が発生するおそれのある事項を指す。  

（５）緊急事態  

施設・設備等に関し、地震・風水害等の天災、火災、事故及び人為的操作ミス等により、環

境に重大な影響を与える可能性のある緊急事態及び事故等を指す。  

 

３．推進体制  

環境マネジメントシステムを推進するための役割、責任及び権限等は、別表２「推進体制」のと

おりとする。  

 

４．適用範囲  

環境マネジメントシステムの適用範囲は、原則として別表１「適用範囲表」のとおりとする。  

 

５．環境方針  

市長は、環境マネジメントシステムやその他の環境に関する取組の指針として基本理念及び

基本方針を定めた「環境方針」を掲げ、本市の目指す環境像の実現に努める。  

また、必要に応じてその改定を行う。  

 

６．研修  

環境マネジメントシステムの適切な運用を図るため、別表３「研修一覧表」で定められた研修

を実施する。  

 

７．環境負荷の記録  

市全体の事務・事業による環境負荷を適切に把握し、「加古川市環境配慮率先実行計画」の

進捗管理・公表及び「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づく国への報告等のた

め、各実行組織の事務・事業による環境負荷を計量・記録する。  
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８．環境負荷の削減・保全の取組  

「加古川市環境基本計画」に掲げる取組施策の達成、環境像の実現及び「加古川市環境配慮

率先実行計画」に掲げる共通目標の達成等を目指し、各実行組織において目標を掲げ、市全体

の事務・事業における環境負荷の削減及びその他の環境に関する取組等の推進を図る。  

 

９．法的要求事項の遵守  

法的要求事項を遵守するため、各実行組織における環境に関連する法的要求事項を、調査・

認識し、その遵守状況の点検を行うとともに、適正な法的運用を図る。  

 

10．緊急事態への準備及び対応  

緊急事態への準備及び対応のため、各実行組織において想定される緊急事態を調査し、対応

手順の確立や、必要な物資の確保等の準備を行うとともに、緊急事態が起こった場合について

は、適切に対応を行う。  

 

11．審査  

各実行組織において、環境マネジメントシステムが適切に運用されているかを審査する。審査

は、環境マネジメントシステム審査責任者（環境部長）が別に定める「環境マネジメントシステム

審査実施要領」に基づき、環境マネジメントシステム審査委員が実施する。  

 

12．マネジメントレビュー  

市長は、１年に１回、下記の事項について、統括環境管理責任者（環境部長）に報告等を求め

る。  

（１）前回までのマネジメントレビューでの指示事項にかかる取組結果の報告  

（２）報告を行う時点での環境マネジメントシステムにおける取組結果の報告  

（３）報告を行う時点での環境マネジメントシステムにおける審査結果の報告  

（４）次年度に向けた環境マネジメントシステムの改善の提案  

なお、市長は、上記の報告等を踏まえ、次年度の環境マネジメントシステム等について指示を

行う。  

 

13．システムの改善  

    統括環境管理責任者（環境部長）は、マネジメントレビューでの指示事項を基に、当該年度の

環境マネジメントシステムの実効性等について点検を行い、必要に応じて、次年度における環境

マネジメントシステムの改善と、それに伴う本マニュアル等の改定を行う。  

 

第２章  各実行組織における具体的取組  

第２章では、各実行組織が環境マネジメントシステムを運用するために必要な事項を定める。  

 

１．環境方針の周知及び一般職員研修の実施  

（１）目的  

各実行組織の職員等に、環境マネジメントシステムの概要、環境方針、各実行組織で  

設定した共通目標、環境目標等について周知し、それらの取組を促すことにより、環境マネジ

メントシステムの着実な推進を図る。  

 

（２）取組の対象となる者  

各実行組織（指定管理施設や市職員が常駐していない施設等を除く。）に所属する本市職

員（会計年度任用職員、任期付職員、再任用職員等を含む。）とする。（他組織へ出向中の者、

長期の休暇等を取得中の者等、周知や研修の実施が不可能な者等を除く。ただし、業務への

復帰後に周知や研修の実施が可能な職員はこの限りではない。）  
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（３）手順  

ア  環境方針の周知  

環境推進マネージャー（課等の長）は、事務室等の来庁者から見える場所に「Ａ３」以上の

サイズで掲示し、適切に周知する。  

イ  一般職員研修の実施  

環境推進マネージャー（課等の長）は、取組の対象となる者に、８月末までに、次に  

掲げる事項について、集会形式による研修を実施する。  

なお、８月末までに研修を受講できなかった職員に対しては、２月末までに環境推  

進マネージャーを通して個別に対応する。  

・環境方針の周知  

・重点取組事項（省エネルギーの徹底）の周知  

・環境マネジメントシステムの概要の説明  

・各実行組織で定めた共通目標、環境目標等の周知  

・「ゼロカーボンアクション 30」の周知  

・「セルフチェック 10」の実施  

実施後、研修結果を環境マネジメントシステム様式入力シートの中の「一般職員研  

修実績記録表」に記録する。  

ウ  新規採用職員研修の実施  

エ  その他の環境に関する啓発等の実施  

環境推進マネージャー（課等の長）は、イに定める「一般職員研修」の実施のほか、  

   適宜、環境に関する啓発等を実施するように努める。  

 

２．環境負荷の報告  

（１）目的  

「加古川市環境配慮率先実行計画」の進捗管理・公表及び「エネルギーの使用の合理  

化等に関する法律」に基づく国への報告等のため、各実行組織の事務・事業による環境負荷

を適切に把握する。  

 

（２）取組の対象  

原則として次に掲げるものとする。  

ア   各実行組織  

イ   統括環境管理責任者（環境部長）が必要と認め、計量・記録を指示した施設等  

 

（３）手順  

各実行組織の環境推進リーダー（係長相当職）は、次に掲げる事項について、定期的  

に数量を記録し、環境推進マネージャー（課等の長）が、その数量の正否を確認する。その後、

事務局（環境政策課）に半期に一度の定期報告（10 月、４月）を行う。  

なお、定期報告（上半期及び年間集計）の際に、計量・記録が無い実行組織の環境推進マ

ネージャー（課等の長）は、環境推進リーダー（係長相当職）に対し計量・記録を行うよう指示

する。  

ア  燃料等使用量の状況  

イ  車両走行距離の状況（車両を所有する実行組織のみ）  

ウ  事業系一般廃棄物の廃棄物量の状況  

エ  「加古川市グリーン購入ガイドライン」に掲げる環境物品等の調達の状況  

 

３．共通目標、環境目標等の設定及び取組  

（１）目的  

「加古川市環境基本計画」に掲げる取組施策の達成、環境像の実現及び「加古川市環  

境配慮率先実行計画」に掲げる共通目標等の達成のため、各実行組織において目標を掲  

げ、市の事務・事業における環境負荷の削減及びその他の環境に関する取組等の推進を  

図る。  



 

４ 

 

（２）取組の対象となる組織  

各実行組織（指定管理施設や市職員が常駐していない施設等を除く。）とする。  

 

（３）手順  

ア  「共通目標管理表」の共通目標等の設定  

組織として重点的に取り組む「加古川市環境配慮率先実行計画」に掲げる共通目標  

と、それを達成するために課等で取り組む目標、具体的な実施内容（プログラム）及び  

環境に配慮した取組を設定し、全庁キャビネット上に置かれた「共通目標管理表」を  

更新する。  

共通目標は、環境推進リーダー（係長相当職）が設定し、環境推進マネージャー（課  

   等の長）がその適否を確認する。  

設定の際は、以下の点に留意する。  

・所管施設等を含む各課等において、共通目標は「電気使用量を削減する」、「化石燃料に

よる温室効果ガス排出量を削減する」のいずれかを選択し、当該目標に即した環境に配

慮した取組を１つ設定する。  

・共通目標は、温室効果ガス排出量の削減効果が高いものから優先して選択し、具体  的な

数量とする。  

・各課及び所管施設等で同じ目標、プログラム等を掲げることができない場合は、別  

の目標を設定することができる。  

※市の事務・事業全体の共通目標について、各職場で目標設定の根拠や実績値の算出  

方法を把握したうえで、適切かつ実効性のある目標設定を行う。  

イ  「環境目標管理表」の環境目標の設定  

「加古川市環境基本計画」に掲げる取組施策の達成及び環境像の実現のため、環境  

目標を設定し、全庁キャビネット上に置かれた「環境目標管理表」を更新する。  

環境目標は、環境推進リーダー（係長相当職）が設定し、環境推進マネージャー（課  

   等の長）がその適否を確認する。  

設定の際は、以下の点に留意する。  

・別表４「第３次加古川市環境基本計画（改定版）に掲げる取組施策一覧」で定める施策の

うち、年度ごとの進捗管理が可能なものについては、環境目標として設定する。  

   ・環境目標は、具体的な数量とする。  

なお、設定後の「共通目標管理表」及び「環境目標管理表」については、各環境推進委

員（副課長相当職）が部内のとりまとめを行い、文書管理システムによる環境管理責任者

（部等の長）の決裁後、「共通目標管理表」の「決裁日」欄に決裁日を記入する。  

※次の各実行組織については、環境推進マネージャー（課等の長）がとりまとめを行い、文

書管理システムによる環境管理責任者（部等の長）の決裁後、「共通目標管理表」の「決

裁日」欄に決裁日を記入する。なお、当該決裁の際、決裁ルートに環境推進委員を「供覧」

の形で設定すること。  

・防災対策課、会計室、議会事務局、選挙管理委員会、監査事務局、農業委員会事務  

 局  

ウ  周知及び取組の実施  

環境推進マネージャー（課等の長）は、各実行組織において「共通目標管理表」や  

「環境目標管理表」で定める目標、プログラム等の周知を徹底し、取組等を実施する。  

エ  定期的な点検及び結果の記録  

上半期終了時と年度末終了時に、各実行組織の「共通目標管理表」及び「環境目標管  

理表」で設定した目標等の達成状況をまとめ、環境推進リーダー（係長相当職）が記  

入し、環境推進マネージャー（課等の長）がその適否を確認する。  

なお、その際は以下の点に留意する。  

   ・各課等で、目標の達成状況について点検し、各様式に点検結果を記入する。  

・共通目標が非達成の場合、原因分析と改善計画を「共通目標管理表」に記入する。  

・記入後、各環境推進委員（副課長相当職）が部内とりまとめを行い、環境管理責任者（部

等の長）の決裁を文書管理システムで行う。  
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・決裁後、「共通目標管理表」の「決裁日」欄に決裁日を記入する。  

※次の各実行組織については、環境推進マネージャー（課等の長）がとりまとめを行い、文

書管理システムによる環境管理責任者（部等の長）の決裁後、「共通目標管理表」の「決

裁日」欄に決裁日を記入する。なお、当該決裁の際、決裁ルートに環境推進委員を「供覧」

の形で設定すること。  

・防災対策課、会計室、議会事務局、選挙管理委員会、監査事務局、農業委員会事務  

  局  

オ  共通目標等の変更  

環境推進マネージャー（課等の長）は、「共通目標管理表」に掲げるそれぞれの共通  

目標について、上半期終了時、年度当初には想定できない大規模な事務量の増加や、機  

構改革等の外的な要因により、年間の共通目標の達成が著しく困難であると考えられ  

る場合は、共通目標等の変更を行うことができる。  

当該変更については、上半期終了時の結果についての報告とあわせて、文書管理システ

ムによる環境管理責任者（部等の長）の決裁後、当該様式の共通目標を変更し、「決裁日」

欄に決裁日を記入する。  

なお、変更後も、変更前の共通目標について、「備考」欄等を用いて参照が可能な状態を

保つこととする。  

 

４．法的要求事項の遵守及び点検  

（１）目的  

市の事務・事業について、環境に関連する法的要求事項を遵守するため、各実行組織にお

ける環境に関連する法的要求事項を、調査・認識し、その遵守状況の点検を行うとともに、適

正な法的運用を図る。  

 

（２）取組の対象となる組織  

「法的要求事項管理表」を用いた法的要求事項等関連事務は、各実行組織及びその組織

が所管する業務・行為、所有する設備・薬品等を対象とする。  

 

（３）手順  

ア  「法的要求事項管理表」における法的要求事項の調査・記録  

環境推進リーダー（係長相当職）は、別表５「法的要求事項に関係する環境関連法令等の

一覧」から、各実行組織が所管する業務・行為、所有する設備・薬品等に関連する法令等に

ついて、法的要求事項の有無を点検し、全庁キャビネット上に置かれた「法的要求事項管理

表」を更新し、環境推進マネージャー（課等の長）はその内容を確認する。  

また、別表５で掲げる法令以外の法令等における法的要求事項についても、該当する事

項があれば、記録する。（理念等の努力義務など、具体的な法令違反が発生するおそれの

ない事項について、必ずしも記録の必要はないが、自主的な記載を妨げるものではない。）  

イ  周知及び遵守  

環境推進マネージャー（課等の長）は、各実行組織で遵守しなければいけない事項  

について、適切に周知するとともに、各実行組織において当該事項の遵守を徹底する。  

ウ  定期的な点検及び結果の報告  

環境推進リーダー（係長相当職）は、年度終了時に、各実行組織の「法的要求事項管理

表」の法的要求事項の遵守状況について、その結果を様式に記入し、環境推進マネージャ

ー（課等の長）は、その遵守状況を確認する。  

エ  改善計画の立案  

環境推進マネージャー（課等の長）は、法的要求事項が遵守されていないことが判明した

場合、必要な措置を講じ、速やかに「法的要求事項違反報告書」に記録する。  

記録後は、各課等が、文書管理システムによる環境管理責任者（部等の長）の決裁後、事

務局（環境政策課）に報告する。  

なお、当該決裁の際、決裁ルートに環境推進委員を「供覧」の形で設定すること。  
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５．緊急事態への準備及び対応  

（１）目的  

緊急事態への準備及び対応のため、各実行組織において想定される緊急事態を調査し、対

応手順の確立や、必要な物資の確保等の準備を行う。また、緊急事態が起こった場合は適切

に対応を行う。  

 

（２）取組の対象となる設備・薬品等  

環境マネジメントシステムにおける緊急事態関連事務は、各実行組織（指定管理施設や市

職員が常駐していない施設等を除く。）が所有又は管理する設備・薬品等を対象とする。  

 

（３）手順  

ア  「緊急事態管理表」における点検・記録  

環境推進リーダー（係長相当職）は、各実行組織において、想定される緊急事態（施設・

設備等に関し、地震・風水害等の天災や火災、事故及び人為的操作ミス等による環境汚染

など、環境に重大な影響を与える可能性のある緊急事態及び事故等）を調査し、全庁キャビ

ネット上に置かれた「緊急事態管理表」を更新し、環境推進マネージャー（課等の長）は、そ

の適否を確認する。  

イ  「緊急事態対応手順書」の作成・周知  

環境推進マネージャー（課等の長）は、各実行組織において、想定される緊急事態に応じ

た、次の内容を含む「緊急事態対応手順書」を作成し、周知する。  

ただし、「緊急事態対応手順書」に相当する既存の手順書がある場合は、「緊急事態管理

表」において当該手順書を指定することで、「緊急事態対応手順書」に代えることができる。  

・緊急事態の未然防止及び発生時の適切な処置のための手順  

・緊急事態発生時の対応手順と役割・責任及び外部を含む必要な連絡体制  

なお、事務局（環境政策課）への「緊急事態対応手順書」の送付は不要とする。  

ウ  「緊急事態対応テスト」の実施等  

環境推進マネージャー（課等の長）は、各実行組織において、テストの実施が可能で  

あれば「緊急事態対応手順書」に定めた緊急事態の発生時の適切な処置のための手順  

に基づき、緊急事態対応テストを実施する。  

実施した緊急事態対応テストの結果は、「緊急事態対応テスト記録様式」に記録し、各課

等及びテストを実施した組織等において保管する。  

テストの結果については、適切であったかを評価して、必要であれば「緊急事態対応手順

書」の改定を行い関連する職員等に適切に周知する。  

なお、事務局（環境政策課）への｢緊急事態対応テスト記録様式」の送付は不要とす  

る。  

エ  緊急事態への対応  

緊急事態が発生した場合は、速やかに必要な対応処置をとると同時に、関連する責任者、

外部の組織等との連絡をとり、対応した内容を「緊急事態発生報告書」に記録する。  

なお、「緊急事態発生報告書」については、各課等が、文書管理システムによる環境管理

責任者（部等の長）の決裁後、速やかに事務局（環境政策課）へ送付する。また、当該決裁

の際、決裁ルートに環境推進委員を「供覧」の形で設定すること。  
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 別表１「適用範囲表」   

本マニュアルの適用範囲は、加古川市環境配慮率先実行計画で定める適用範囲である。  

○実行組織…各部等、各課等及びその所管施設等それぞれの組織又はその両方をあわせた総

体を指す概念であり、第２章にて詳細に規定される具体的取組を推進する実行

単位となる。なお、実行単位のうち、指定管理施設や市職員が常駐していない施

設等については、一部取組内容が異なる。（※参照） 
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※  指定管理施設や市職員が常駐していない施設等の取組内容について  

「環境負荷の記録」のみを、事務局への報告とする。  

今後は、施設等の運営に関する契約や協定等の中で、環境配慮率先実行計画や環境マ

ネジメントシステムの取組を盛り込むこととし、自主的かつ着実に、環境に配慮した取組の

推進を図る。  
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 別表２「推進体制」   

役割  役職  責任及び権限  

経営層  

市長  

(1 )  環境配慮率先実行計画の推進  

(2)  環境配慮率先実行計画の決定及び見直し  

(3)  環境方針の策定及び見直し  

(4)  環境マネジメントシステム審査員の任命・委嘱  

(5)  環境マネジメントシステムの見直しの指示  

副市長・教育長・  

上下水道事業管理

者  

(1 )  市長の補佐  

(2)  必要に応じて市長の代行  

統括環境管理  

責任者  
環境部長  

(1 )  環境配慮率先実行計画の見直し案の策定  

(2)  環境管理委員会、環境推進委員会の開催  

(3)  環境マネジメントシステムの確立、維持、実施  

及び改善  

(4)  全部署の共通目標の設定  

(5)  環境管理マニュアルの承認  

(6)  環境方針の周知及び研修の実施  

(7)  環境マネジメントシステムの見直しのための情  

報提供  

(8)  環境マネジメントシステム実地審査計画の策定  

(9)  環境マネジメントシステム実地審査の実行指示  

(10)環境マネジメントシステム実地審査結果の経営  

層への報告  

(11)環境マネジメントシステム実地審査チームの編  

成及びリーダーの指名  

(12)環境マネジメントシステム審査員研修の実施  

副統括環境管理  

責任者  
環境部次長  (1 )  統括環境管理責任者の補佐  

環境管理責任者  部等の長  

(1 )  環境管理委員会における環境活動推進のための  

企画立案及び取組の評価  

(2)  部等における環境活動の評価及び活動推進のた  

めの環境推進マネージャーへの指示  

(3)  部等の環境活動の総括  

(4)  共通目標・環境目標等の承認  

(5)  法的要求事項の遵守状況の確認  

(6)  緊急事態への準備及び対応内容の確認  

(7)  是正計画の承認  

(8)  環境推進委員の指名  

環境推進委員  
副課長相当職  

（各部等より１名）  

(1 )  環境活動推進のための調査・企画立案  

(2)  環境マネジメントシステム及び環境配慮率先実行  

計画にかかる企画・立案  

(3)  部等における共通目標・環境目標等設定・報告の  

とりまとめ及び起案  

環境マネジメントシ

ステム審査員  

職員審査員  

（環境推進委員）  

市民審査員  

（市民数名）  

(1 )  環境マネジメントシステムの実地審査及び報告  
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環境推進マネージャ

ー  
課等の長  

(1 )  環境配慮率先実行計画の推進及び実施  

(2)  共通目標・環境目標等の周知、実施、確認及び管理  

(3)  法的要求事項の遵守  

(4)  緊急事態への準備及び対応  

(5)  一般職員研修の実施及び報告  

(6)  環境負荷の管理  

(7)  環境推進リーダーの指名及び監督  

(8)  不適合事項への是正・予防計画の立案・実施  

(9)  その他の環境活動の推進及び実施  

環境推進リーダー  
係長相当職  

(各課等より１名 )  

(1)  環境推進マネージャーの補佐  

(2)  所属の環境配慮率先実行計画の推進及び実施  

(3)  共通目標・環境目標等の設定及び報告  

(4)  法的要求事項の設定及び報告  

(5)  緊急事態への準備及び対応内容の報告  

(6)  環境負荷の報告  

職員  

全職員（会計年度任

用、任期付、再任用

等を含む）  

(1 )  環境配慮率先実行計画の推進及び実施  

(2)  その他の環境活動の実施  

事務局  環境政策課  
(1 )  環境配慮率先実行計画に関する事務  

(2)  環境マネジメントシステムに関する事務  

 

 

委員会名  構成者  責任及び権限  

環境管理委員会  環境管理責任者  

(1 )  環境配慮率先実行計画の見直し案の審議及び統  

括環境管理責任者への意見提出  

(2)  環境配慮率先実行計画推進のための調査・企画に  

ついての審議  

(3)  環境マネジメントシステム実施状況の点検・評価シ

ステムの改正等についての審議及び統括環境管理

責任者への意見提出  

(4)  「加古川市公共施設等脱炭素化方針」に基づく施設

等整備の進捗管理  

環境推進委員会  環境推進委員  

(1 )  環境配慮率先実行計画の見直し案の策定  

(2)  環境マネジメントシステム及び環境配慮率先実  

行計画推進のための調査・企画・立案  

(3)  環境マネジメントシステム実施状況の点検・評  

価、システムに関する調査・企画・立案  

環境マネジメント  

システム審査委員会  

職員審査員  

（環境推進委員）  

(1 )  環境マネジメントシステムの運用状況、効果等の  

審査  

※  下線部分は環境配慮率先実行計画に関する内容   
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＜参考＞市公共用施設の脱炭素化に向けた方針の位置付け並びに計画及び執行管理組織  
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＜参考＞  環境マネジメントシステム推進体制  概念図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実行組織】

環境推進委員
（副課長相当職）

環境政策課

環境マネジメント
システム審査委員
（環境推進委員）

環境推進マネージャー
（課等の長）

環境推進リーダー
（係長相当職）

職員

環境管理責任者
（部等の長）

環境推進委員
（副課長相当職）

環境推進マネージャー
（課等の長）

環境推進リーダー
（係長相当職）

職員

環境推進マネージャー
（課等の長）

環境推進リーダー
（係長相当職）

職員

市長

副市長、教育長
上下水道事業管理者

統括環境管理責任者
（環境部長）

副統括環境管理責任者
（環境部次長）

環境管理委員会

環境推進委員会

計画推進事務局
EMS推進事務局

環境マネジメント
システム審査委員会

環境管理責任者
（部等の長）

【経営層】

【統括組織】
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 別表３「研修・説明会一覧表」   

研修の名称  対象者  主要な内容等  実施責任者  

環境マネジメントシ

ステム説明会  

環境推進マネージ

ャー  
・環境マネジメントシステムの概  

 要  

・環境配慮率先実行計画の概要  

・各実行組織における具体的取組

について  

・具体的な様式等の作成方法等に

ついて  

統括環境管理責任者  

環境推進リーダー  

一般職員研修  

全職員（会計年度

任用、任期付、再任

用等を含む）  

※指定管理施設や

市職員が常駐して

いない施設等を除

く  

・環境方針の周知  

・重点取組事項（省エネルギーの徹

底）の周知  

・環境マネジメントシステムの概要

の説明  

・各実行組織で定めた共通目標、環

境目標等の周知  

・「ゼロカーボンアクション 30」の

周知  

・「セルフチェック 10」  

環境推進マネージ ャ

ー  

新規採用職員研修  新規採用職員  
・環境方針の周知  

・環境配慮率先実行計画の説明  
事務局  

審査員研修  環境推進委員  

・環境マネジメントシステム  

の概要  

・環境マネジメントシステムの  

審査の進め方等  

環境マネジメントシス

テム審査責任者  
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 別表４「第３次加古川市環境基本計画（改定版）に掲げる取組施策一覧」   

基本  
目標  

推進  
目標  

取組施策  担当課等  

Ⅰ
 

地
球
温
暖
化
対
策
（
緩
和
・
適
応
）
を
進
め
る 

１ 

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
転
換
す
る 

家庭の省エネルギーを推進する  

省エネルギー・脱炭素型の製品への買替・サービスの利
用・ライフスタイルの選択など、脱炭素型ライフスタイル
を推進する  

環境政策課  

アイドリングストップやふんわりアクセルなど、エコドライ
ブを推進する（再掲：Ⅱ－２）  

環境政策課  

「うちエコ診断」を実施する  環境政策課  

緑のカーテンの種等を配布する（再掲：Ⅰ－２）  環境政策課  

電気自動車等の導入を促進する  環境政策課  

高効率給湯器の普及啓発を行う  環境政策課  

再生可能エネルギーの利用を推進する  

ＺＥＨ、ＺＥＢを推進する  環境政策課  

再生可能エネルギー設備の導入を推進する  環境政策課  

蓄電池等の導入を推進する  環境政策課  

ごみの減量を推進する  

ごみの排出抑制、資源物の分別を徹底する  環境政策課  

食品ロス削減を推進する  環境政策課  

２ 

事
業
所
の
省
エ
ネ
化
を 

  

推
進
す
る 

事業所の省エネルギーを推進する  

省エネ、温室効果ガス排出量削減の取組を促進するた
め、クールビズ、ウォームビズ、節電等の啓発を行う  

環境政策課  

ゼロカーボンパートナーシップによる「省エネルギー診
断」の受診と省エネ改修を促進する  

環境政策課  

「エコアクション 21」等の普及を進める  環境政策課  

緑のカーテンの種等を配布する（再掲：Ⅰ－１）  環境政策課  

３ 

市
役
所
で
の
対
策
を 

進
め
る 

温室効果ガスを削減する  

「加古川市環境マネジメントシステム」を運用し、環境配
慮率先実行計画に掲げた目標を達成する  

全部署  

グリーン電力の調達を推進する  各施設管理部署  

電気使用量を削減する  

庁舎等の省エネルギー対策に努める  各施設管理部署  

エネルギーの有効利用を図るため、再生可能エネルギ
ー等を導入する  

各施設管理部署  

省エネ法に基づく「管理標準」を活用し、省エネルギー
化を推進する  

各施設管理部署  

 

 



 

１５ 

 

基本  
目標  

推進  
目標  

取組施策  担当課等  

Ⅰ
 

地
球
温
暖
化
対
策
（
緩
和
・
適
応
）
を
進
め
る 

３ 

市
役
所
で
の
対
策
を
進
め
る 

各学校園に対し、省エネルギーの推進について啓発を
実施する  

教育総務課  
幼児保育課  

クールビズ、ウォームビズを推進する  人事課  

「ノー残業デー」の定時退庁及び照明の一斉消灯を推
進する  

人事課  

ＥＳＣＯ事業を実施する  環境政策課  

緑のカーテンの苗種等を配布する  環境政策課  

化石燃料使用量を削減する  

電気自動車等を積極的に導入する  各車両所管部署  

４ 

脱
炭
素
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る 

まちの省エネルギーを推進する  

クールシェア、ウォームシェアを促進する  各施設管理部署  

地産地消、旬産旬消を推進する  農林水産課  

建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築

物省エネ法に基づき、認定、適合性判定及び届出の審

査・指導を行う  

建築指導課  

建築物環境性能評価手法（ＣＡＳＢＥＥ）に関する届出を

受け、快適で環境負荷低減に配慮した計画に関する指

導・助言を行う  

建築指導課  

低炭素な交通体系を推進する  

パークアンドライドを促進する（再掲：Ⅱ－２）  都市計画課  

コミュニティバス、コミュニティタクシーの運行補助を実
施する  

都市計画課  

温室効果ガス排出量の少ない交通体系を推進するた
め、適正な道路整備等を行う（再掲：Ⅱ－２）  

道路建設課  
都市計画課  

ごみを削減する   

３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進する  環境政策課  

その他  

「加古川市地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区
域施策編）」に基づき、加古川市域における地球温暖化
防止対策を推進する  

環境政策課  

水素・燃料電池等を活用・推進する  環境政策課  

環境問題の周知・啓発のため、学習会を実施する  
生活安全課  
環境政策課  

「加古川市緑の基本計画」に基づき緑化を推進する  農林水産課  

 
 
 
 
 

 

  



 

１６ 

 

基本  
目標  

推進  
目標  

取組施策  担当課等  

Ⅰ
 

地
球
温
暖
化
対
策
（
緩
和
・
適
応
）
を
進
め
る 

５ 

気
候
変
動
に
対
し
て
備
え
る
（
適
応
策
） 

農業  

病害虫による農作物の被害拡大を予防するため、県と
連携し病害虫の調査を行う  

農林水産課  

農業水利施設の整備（ため池）を実施する  農林水産課  

林業  

森林環境譲与税を活用し、適正な森林管理を実施する  農林水産課  

水産業  

海産物資源の充実を図るため、稚魚の放流やタコつぼ
の投入を行う（再掲：Ⅲ－２）  

農林水産課  

干潟等の保全を行うため、海底耕うんやモニタリング等
を実施する  

農林水産課  

水環境   

水環境を保全するため、河川内のごみの撤去、除草及
び藻の除去を行う  

治水対策課  

水道原水の水質を把握するため、取水口周辺等の河川
の水質調査を実施する  

施設課  

水質を保全するため、公共用水域（河川・海域）の水質
汚濁状況を調査する（再掲：Ⅱ－３）  

環境保全課  

水資源   

渇水に備え、関係機関との情報交換や調整を行う  
経営管理課  
施設課  

節水型シャワーヘッドの普及など、節水型のライフスタイ
ルを推進する  

環境政策課  

自然生態系   

松枯れ対策のため、薬液の樹幹注入を行う（再掲：Ⅲ－
２）  

農林水産課  
公園緑地課  

自然災害   

防災ネットかこがわ等により、災害情報や避難情報等の
迅速な伝達を図る  

企画広報課  
防災対策課  

河川及び水路等の整備を進めるなど、総合的な治水対
策を推進する  

治水対策課  

大雨時の河川状況等について、情報共有を図るため、
連絡体制を整備する  

治水対策課  

災害発生を予防するため、防潮水門や防潮ゲートの適
切な操作、維持管理を行う  

治水対策課  

防災に関する啓発を図るため、ハザードマップの配布や
出前講座を実施する  

防災対策課  

洪水、風水害の発生時には、浸水情報を集約し、浸水実
績を把握する  

防災対策課  

自主防災組織の充実のため、資機材の整備や防災活動
の実施にかかる経費を補助する  

防災対策課  

物資の調達や避難場所の確保など、災害時の応援協定
を維持・拡充する  

防災対策課  

災害時の被害の軽減を図るため、緊急用備蓄土のうを
整備する  

消防警防課  



 

１７ 

 

基本 
目標 

推進 
目標 

取組施策 担当課等 

Ⅰ
 

地
球
温
暖
化
対
策
（
緩
和
・適
応
）を
進
め
る 

５ 

気
候
変
動
に
対
し
て
備
え
る
（適
応
策
） 

町内会及び自主防災組織の指導・育成のため、合同で水防訓
練を実施する 

消防警防課 

水防対応力の向上を図るため、消防団と合同訓練を実施する 消防警防課 

事業所へ水防に関する啓発を実施する 消防警防課 

健康 

熱中症を予防するため、広報やチラシの配布など普及啓発を行
う 

市民健康課 
消防救急課 

市ホームページにて、蚊が媒介する感染症（デング熱、ジカ熱
等）に関する情報提供や注意喚起を行う 

地域医療課 

大雨等災害発生時に感染症の発生を予防するため、配布用の
消毒液等を備蓄する 

地域医療課 

光化学オキシダント発生時に注意喚起を行うため、監視・測定
を実施する 

環境保全課 

国民生活・都市生活 

雨水流出抑制のため、雨水貯留タンクの設置に助成を行う（再
掲：Ⅳ－４） 

治水対策課 

民間開発事業に対して雨水の流出を抑制するよう指導する 道路保全課 

雨水の地下浸透を図るため、歩道の新設・補修時に透水性舗
装を採用する（再掲：Ⅳ－４） 

道路建設課 
道路保全課 

建築物等緑化計画に関する届出を受け、建築物及びその敷地
の緑化に関する指導・助言を行う 

建築指導課 

異臭味対策のため、浄水処理における活性炭処理設備の改善
を行う 

施設課 

豪雨による浸水被害を軽減させるため、雨水幹線の整備を進
める 

下水道課 

暑熱防止のため、緑のカーテンを推進する 環境政策課 
Ⅱ

 

広
域
に
及
ぶ
環
境
負
荷
を
低
減
す
る 

１ 

廃
棄
物
に
関
す
る
循
環
を
健
全
に
す
る 

廃棄物の発生を抑制する（リデュース） 

資源物の分別等を行い、焼却処理される廃棄物量を削減する
（「加古川市環境配慮率先実行計画」） 

全部署 

レジ袋を削減するため、マイバッグを推進する 環境政策課 

環境問題の周知、循環型社会を目指した消費生活の普及を進
める 

生活安全課 

廃棄物の再使用を進める（リユース） 

用紙類は再生紙を使用し、使用済用紙の裏面利用や両面印刷
を徹底する（「加古川市環境配慮率先実行計画」） 

全部署 

廃棄物の再生利用を図る（リサイクル） 

紙類・衣類の資源化を推進するため、少年団や町内会等が実
施する「資源物集団回収運動」に対し奨励金を交付する 

環境政策課 

  



 

１８ 

 

基本 
目標 

推進 
目標 

取組施策 担当課等 

Ⅱ
 

広
域
に
及
ぶ
環
境
負
荷
を
低
減
す
る 

１ 

廃
棄
物
に
関
す
る
循
環
を
健
全
に
す
る 

生ごみの減量・資源化のため、段ボールコンポストを推進する 環境政策課 

資源物の回収などの取組を進める環境に配慮した事業所の拡
大を推進する 

環境政策課 

有用金属等のリサイクルを行うため、小型家電の回収を行う 環境第１課 

資源化センターに紙類を分別貯留し、再生利用する 環境施設課 

剪定枝等を焼却処分せず、再生利用する 環境施設課 

機密文書、廃棄文書をリサイクルするため、溶解処理を行う 総務課 

建築資材の循環を健全にするため、建築リサイクル法に基づ
き、届出を受理するとともに未提出者へ指導を行う 

建築指導課 

給食調理で発生した廃食用油を専門業者へ売却する 
幼児保育課 
学務課 

学校給食の飲用後牛乳パックを資源化するため、専門業者へ
売却する 

学務課 

広域な廃棄物の適正処理を推進する 

事業系ごみの適正排出を推進する 環境政策課 

水銀による汚染を防止するため、水銀使用製品を回収する 環境第１課 

浄化槽補助対象区域において、合併処理浄化槽の設備費補助
と、維持管理費補助及びみなし（単独処理）浄化槽の撤去費補
助を行う（再掲：Ⅱ－３） 

環境第２課 

下水道整備計画区域において、公共下水道事業を計画的に進
める（再掲：Ⅱ－３、Ⅳ－１） 

下水道課 

２ 

き
れ
い
な
空
気
を
確
保
す
る 

自動車からの大気汚染物質を減らす 

アイドリングストップやふんわりアクセルなど、エコドライブを推
進する（再掲：Ⅰ－１） 

環境政策課 

低燃費車・低排出ガス車や次世代自動車（ＥＶ、ＦＣＶ、ＰＨＥＶ、
ＨＶ）の導入を促進する 

環境政策課 

温室効果ガス排出量の少ない交通体系を推進するため、適正
な道路整備等を行う（再掲：Ⅰ－４） 

道路建設課 
都市計画課 

パークアンドライドを促進する（再掲：Ⅰ－４） 都市計画課 

工場・事業場からの大気汚染物質を減らす 

公害発生の未然防止、環境の改善を図るため、発生源の常時
監視を行うとともに、大気の汚染状況についても常時監視する 

環境保全課 

環境法令の遵守状況を確認するため、工場等へ立入調査を実
施する 

環境保全課 

粉じん等の状況を把握するため、降下ばいじんや微小粒子状
物質（ＰＭ2.5）の監視・測定を実施する 

環境保全課 

効果的な発生源対策の検討・実施につなげるため、大気汚染物
質に関する情報を収集する 

環境保全課 

  



 

１９ 

 

基本 
目標 

推進 
目標 

取組施策 担当課等 

Ⅱ
 

広
域
に
及
ぶ
環
境
負
荷
を
低
減
す
る 

２ 

き
れ
い
な
空
気
を
確
保 

  

す
る 

大気中の有害物質をなくす 

有害大気汚染物質の汚染状況を把握するため、ダイオキシン類
やその他の物質の監視・測定を実施する 

環境保全課 

有害大気汚染物質の排出を抑制するため、排出事業者に指導
を行う 

環境保全課 

アスベストの飛散を防止するため、建築物の解体・改修時に届
出を受理するとともに指導を行う 

環境保全課 

廃棄物の野焼き等の不法処理を抑制するため、関係機関と連
携して啓発を図る 

環境保全課 

３ 

き
れ
い
な
水
を
確
保
す
る 

水質汚濁物質の発生を減らす 

水質を保全するため、公共用水域（河川・海域）の水質汚濁状
況を調査する（再掲：Ⅰ－５） 

環境保全課 

地下水汚染を監視するため、市内の井戸の水質調査を実施す
る 

環境保全課 

水質の汚濁状況を把握するため、市内のため池、小河川、水路
等の水質調査を実施する 

環境保全課 

工場・事業場からの排出水について、排出基準の遵守や汚濁
負荷の低減に向けた指導を行う 

環境保全課 

汚濁負荷を適正に処理する 

浄化槽補助対象区域において、合併処理浄化槽の設置費補助
と、維持管理費補助及びみなし（単独処理）浄化槽の撤去費補
助を行う（再掲：Ⅱ－１） 

環境第２課 

浄化槽の適切な維持管理のため、浄化槽設置者に対し指導・啓
発を行う 

環境第２課 

下水道整備計画区域内の下水道未接続家屋に対し、早期接続
の指導を行う 

お客さまサービス課 

水洗化への普及促進のため、下水道整備計画区域において、
下水道へ接続するための改造に対する助成金の交付や、改造
資金の融資斡旋を行う 

お客さまサービス課 

下水道整備計画区域において、公共下水道事業を計画的に進
める（再掲：Ⅱ－１、Ⅳ－１） 

下水道課 

自然浄化機能を増進する 

水質保全を図るため、市民活動団体と協働して、ため池のかい
ぼりを実施する 

農林水産課 

河川等の水質浄化等に取り組む 治水対策課 

水環境中の有害物質をなくす 

ゴルフ場で使用する農薬の影響について、調整池等で調査す
る 

環境保全課 

排出基準の遵守のため、有害物質等を使用している工場・事業
場に対して、適切な管理や排水処理について指導を行う 

環境保全課 

公園等の公共施設を管理するため、散布する殺虫剤・除草剤等
を適正に使用する 

公園緑地課 

上水道で安全な水を供給するため、加古川水系の水質調査を
実施する 

施設課 

 

 

 

 

 

 

  



 

２０ 

 

基本 
目標 

推進 
目標 

取組施策 担当課等 

Ⅱ
 

広
域
に
及
ぶ
環
境
負
荷
を
低
減
す
る 

４ 

土
壌
を
守
り
育
む 

土壌を保全する 

土壌汚染の状況を把握するため、土壌中のダイオキシン類の濃
度を測定する 

環境保全課 

化学肥料から有機肥料への転換、農薬の使用量を低減した「環
境保全型農業」を推進する（再掲：Ⅲ－２） 

農林水産課 

土づくり等土壌を育む 

緑肥作物作付や家畜糞尿の堆肥化利用を促進する 農林水産課 

土壌中の有害物質をなくす 

土壌汚染を未然に防止するため、有害物質等を使用している
工場・事業場に漏洩防止等の指導を行う 

環境保全課 

健康被害を防止するため、土壌汚染が発見された場合は、土壌
汚染対策法に基づき情報公開するとともに、土地所有者に対し
て、適切な管理や浄化等の措置を実施するよう指導を行う 

環境保全課 

Ⅲ
 

生
物
多
様
性
を
保
全
す
る 

１ 

自
然
や
生
き
も
の
を
伝
え
る 

親しむ機会を提供する 

自然観察会を実施する 環境政策課 

自然保護の指導者を育成する 環境政策課 

恵みを伝える 

自然や生きものからの恵みを伝え、理解する 各担当課 

自然や生きものからの恵みを知ってもらう 環境政策課 

リスクを伝える 

生物多様性の現状を知る 環境政策課 

自然や生きものに及ぼす負の影響（リスク）を知る 環境政策課 

生物多様性を失うことにより生じるリスク（防災・文化の喪失な
ど）を知る 

環境政策課 

生物多様性の変化をモニタリングし、市民・市民活動団体・事業
者・行政と情報交換する場をつくる 

環境政策課 

守るべきものを伝える 

自然や生きものの写真等を展示する 環境政策課 

貴重種や貴重種と密接な関わりのある生きもの等を知る 環境政策課 

貴重種や貴重種と密接な関わりのある生きもの等の保全策に
ついて検討する 

環境政策課 

生物多様性を保全する上での重要なエリアを把握する 環境政策課 

ＦＳＣ、ＭＳＣ等の生物多様性認証について伝え、普及する 環境政策課 

生物多様性を保全するための情報を提供する 環境政策課 



 

２１ 

 

基本 
目標 

推進 
目標 

取組施策 担当課等 

Ⅲ
 

生
物
多
様
性
を
保
全
す
る 

２ 

自
然
や
生
き
も
の
を
守
り
育
む 

里山の自然や生きものを守り育む 

貴重種のチョウ類が生息する里山を保全するため、下草刈や枝
打ち等の環境整備を進める 

環境政策課 

松枯れ対策のため、薬液の樹幹注入を行う（再掲：Ⅰ－５） 農林水産課 

地元や事業者等の活動団体と協力して様々な里山活動を実施
する（再掲：Ⅳ－４） 

農林水産課 

自然環境の保全等を支援するため、「田園まちづくり制度」に基
づき、保全区域、森林区域等を指定する 

まちづくり指導課 

ため池と水田の自然や生きものを守り育む 

侵略的外来生物を防除する（魚類など） 市民活動団体 

良好な田園環境を保全するため、遊休農地を市民農園として
活用する 

農林水産課 

農地・農業用水等の施設の保全・管理を行う 農林水産課 

化学肥料から有機肥料への転換、農薬の使用量を低減した「環
境保全型農業」を推進する（再掲：Ⅱ－４） 

農林水産課 

農作物被害を防止するため、有害鳥獣等を捕獲する 農林水産課 

ため池改修工事で在来種や希少植物の生育環境に配慮した施
工を進める 

農林水産課 

ため池を適正に維持・管理するため、かいぼり等を実施する 農林水産課 

県と連携し、「いなみ野ため池ミュージアム」に積極的に参加す
る 

農林水産課 

自然環境の保全等を支援するため、「田園まちづくり制度」に基
づき、保全区域、農業区域等を指定する 

まちづくり指導課 

川と海の自然や生きものを守り育む 

30ｍ水路にハマボウを主に植え、野生生物が生息できる環境
の創出に取り組む 

市民活動団体 

竹材や間伐材等を活用した河川の水質浄化に取り組む 市民活動団体 

加古川河川敷や河口で海浜植物や在来種の再生・保全を行う 市民活動団体 

加古川河川敷で加古川在来種の植栽を行う 
事業者（協定締結
事業所） 

海の生きものを育むため、海底耕うんを実施する 農林水産課 

海の栄養塩の供給に取り組むため、ため池のかいぼりを実施
する 

農林水産課 

海産物資源の充実を図るため、稚魚の放流やタコつぼの投入
を行う（再掲：Ⅰ－５） 

農林水産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

２２ 

 

基本 
目標 

推進 
目標 

取組施策 担当課等 

Ⅲ
 

生
物
多
様
性
を
保
全
す
る 

２ 

自
然
や
生
き
も
の
を
守 

  

り
育
む 

まちの自然や生きものを守り育む 

松枯れ対策のため、薬液の樹幹注入を行う（再掲：Ⅰ－５） 公園緑地課 

緑化推進を図るため、「加古川市緑の基本計画」に基づく取組
の進捗を把握する 

都市計画課 

緑化相談を実施する 公園緑地課 

在来種の種苗を用いるなど地域特性に応じた樹木等を植栽し、
適正に維持管理する（再掲：Ⅳ－３） 

公園緑地課 
道路保全課 
都市計画課 

３ 

自
然
や
生
き
も
の
の
恵
み
を
活
用
す
る 

食の恵みを活用する 

加古川産の農畜水産物を始めとした地産地消を推進する 農林水産課 

見土呂フルーツパークでの農畜水産物の収穫体験等を通して、
農村環境の生物多様性を実感する 

農林水産課 

緑の恵みを活用する 

「加古川ふるさと自然のみち」を活用する スポーツ・文化課 

花やみどりなど、加古川の自然や生きものにふれあえる機会を
つくる 

公園緑地課 
環境政策課 

少年自然の家や野外活動センター等の周辺一帯の資源を活用
した自然体験の場をつくる 

少年自然の家 

水辺の恵みを活用する 

親水空間を活用した、水辺の自然や生きものにふれあえるイベ
ントを実施する 

スポーツ・文化課農
林水産課 

これまで築いてきた親水空間を保全し、活用する 公園緑地課 

Ⅳ
 

う
る
お
い
と
や
す
ら
ぎ
の
あ
る
環
境
を
育
む 

１ 

騒
音
・振
動
・悪
臭
の
な
い
環
境
を
つ
く
る 

騒音・振動を減らす 

生活環境を保全するため、工場・事業場・建設工事等から発生
する騒音・振動に対して指導を行う 

環境保全課 

新幹線沿線地域の騒音・振動測定を行い、鉄道会社に公害防
止を要望する 

環境保全課 

市内幹線道路で騒音測定を実施し、騒音面的評価を行う 環境保全課 

深夜営業や拡声器使用に関する事業場等への指導を実施する
とともに、生活騒音防止に関する啓発活動を行う 

環境保全課 

幹線道路において、緩衝緑地帯の緑化や排水性舗装の導入な
どに努める 

道路建設課 

悪臭を減らす 

悪臭の発生を減らすため、事業所に対して悪臭物質の測定及
び立入調査を実施する 

環境保全課 

ごみの焼却による近隣への悪臭・煙の発生を減らすため、野焼
きの抑制を関係機関と連携して図る 

環境保全課 

下水道整備計画区域において、公共下水道事業を計画的に進
める（再掲：Ⅱ－１、Ⅱ－３） 

下水道課 

   
 
 
 
 

 



 

２３ 

 

基本 
目標 

推進 
目標 

取組施策 担当課等 

Ⅳ
 

う
る
お
い
と
や
す
ら
ぎ
の
あ
る
環
境
を
育
む 

２ 

ま
ち
を
美
し
く
す
る 

不法看板や放置自転車を減らす 

市内ＪＲ５駅、山陽電鉄３駅周辺に自転車駐輪場を設置し、維持
管理する 

土木総務課 

啓発、歩道の安全性、性能の確保のため、市内各駅周辺の放
置自転車を撤去・整理する 

土木総務課 

道路占用の適正化を推進するため、不法占用物件等に対する
是正指導を行う 

土木総務課 

県条例に違反して道路等に標示又は設置されたはり紙、はり
札、立看板の簡易除去を行う 

都市計画課 

屋外広告物の許可申請手続きのＰＲ活動と指導助言の徹底を
行う 

都市計画課 

ごみのポイ捨てや不法投棄等を減らす 

空き地の雑草苦情に対して、土地の所有者に刈り取り等、適正
な措置を依頼する 

環境保全課 

「加古川市空き缶等の散乱及び飼い犬のふんの放置の防止に
関する条例」に基づき、環境美化施策を推進する 

環境保全課 
環境第１課 

投棄防止の啓発のため、ごみ･タバコのポイ捨てや不法投棄防
止の看板等を設置する 

環境第１課 

廃棄物の不法投棄に対して、県民局や警察と連携して対処する
とともに、防止のために啓発を行う 

環境第１課 

市民・市民活動団体・事業者・行政が協働する 

環境学習のため、出前講座やセミナー等を行う 環境政策課 

市民・事業者が行う環境美化活動を進めるため、アダプトプロ
グラムにより支援を行う 

環境第１課 

町内会や地域住民とともに、ごみ減量及び資源化の推進を図る 環境第１課 

地域の水利組合等関係団体や市民活動団体と連携して、クリ
ーンキャンペーンなどにより、ため池等の清掃を実施する 

農林水産課 

まちをきれいにするため、定期的に除草作業を行う（東加古川
駅、加古川駅周辺） 

市街地整備課 

３ 

水
と
緑
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
る 

公園・緑地を増やす 

「加古川市緑の基本計画」に基づき体系的な緑化推進を図る
（再掲：Ⅰ－４、Ⅲ－２） 

公園緑地課 

在来種の種苗を用いるなど地域特性に応じた樹木等を植栽し、
適正に維持管理する（再掲：Ⅲ－２） 

公園緑地課 
道路保全課 
都市計画課 

緑化を推進する 

市民が緑とふれあう場をつくるため、「植樹祭・花とみどりのフェ
スティバル」を開催する 

公園緑地課 

緑化啓発のため、在来種を取り入れた結婚・出生記念樹の苗を
配布する 

公園緑地課 

公共緑化、地域緑化のため、花苗の配布を行う 公園緑地課 

樹木の剪定や花、野菜の栽培等、自然環境における園芸種の

知識を広めるため、各種講座、講習会を開催する 
公園緑地課 

  



 

２４ 

 

基本 
目標 

推進 
目標 

取組施策 担当課等 

Ⅳ
 

う
る
お
い
と
や
す
ら
ぎ
の
あ
る
環
境
を
育
む 

３ 

水
と
緑
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ 

く
る 

先導的な景観形成を推進するため、公共事業などの実施時に
は、景観形成指針に基づいたデザイン、色彩、緑化等を行う 

都市計画課 

まちなみ景観緑化のためのシンボルツリー等、占有敷地の緑化
を推進する 

都市計画課 

美しいまちづくりを推進するため、「緑化ボランティア」による公
共空地の緑化を図る 

都市計画課 

親水空間をつくる 

寺田池への親水性を図るために整備した展望デッキ等を維持
する 

農林水産課 

「いなみ野ため池ミュージアム」の推進と、ため池協議会を支援
する 

農林水産課 

４ 

水
循
環
を
健
全
に
す
る 

浸透能力を保全・向上させる 

地元や事業者等の活動団体と協力して様々な里山活動を実施
する（再掲：Ⅲ－２） 

農林水産課 

雨水の地下浸透を図るため、歩道の新設・補修時に透水性舗
装を採用する（再掲：Ⅰ－５） 

道路建設課 
道路保全課 

自然環境の保全等を支援するため、「田園まちづくり制度」に基
づき、保全区域、森林区域、農業区域等を指定する 

まちづくり指導課 

貯水能力を保全・向上させる 

貯水能力を維持するために大きな役割を果たしているため池
等の保全・整備に努める 

農林水産課 

「田んぼダム」など、保水能力の高い水田の保全に努める 農林水産課 

豊かな水量を確保する 

定期的に市内主要河川の流量を測定する 環境保全課 

地下水揚水量（自己水源）の実態把握等に努める 施設課 

水量を確保するため、農業集落排水事業による処理水を川や
ため池に放流する 

下水道課 

水利用を適正にする 

市の各施設に、自動水栓等の節水型機器の導入を促進する 営繕課 

雨水流出抑制のため、雨水貯留タンクの設置に助成を行う（再
掲：Ⅰ－５） 

治水対策課 

大規模利用者間で地下水取水基準を定め、適正な利用を図る 施設課 

老朽化した管路の布設替えを実施する 配水課 

漏水を防止するため、漏水調査年次計画に基づき調査を実施

する 
配水課 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２５ 

 

 別表５「法的要求事項に関係する環境関連法令等の一覧」  

■公害関連 

法令等の名称又は略称 

大気汚染防止法 

昭和 43年法律第 97号 

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に

関する特別措置法（自動車 NOx・PM法） 

平成 4年法律第 70号 

土壌汚染対策法 

平成 14年法律第 53号 

水質汚濁防止法 

昭和 45年法律第 138号 

騒音規制法 

昭和 43年法律第 98号 

振動規制法 

昭和 51年法律第 64号 

悪臭防止法 

昭和 46年法律第 91号 

 

■上下水道・浄化槽等 

名称又は略称 

水道法 

昭和 32年法律第 177号 

下水道法 

昭和 33年法律第 79号 

浄化槽法 

昭和 58年法律第 43号 

 

■廃棄物処理関連 

名称又は略称 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法） 

昭和 45年法律第 137号 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（ＰＣＢ法） 

平成 13年法律第 65号 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法） 

平成 13年法律第 64号 

広域臨海環境整備センター法 

昭和 56年法律第 76号 

 

 

 

 

 

 

 



 

２６ 

 

■リサイクル関連 

名称又は略称 

資源の有効な利用の促進に関する法律（パソコンリサイクル法） 

平成 3年法律第 48号 

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） 

平成 10年法律第 97号 

使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法） 

平成 14年法律第 87号 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） 

平成 12年法律第 104号 

 

■化学物質・安全・衛生等 

名称又は略称 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ

法） 

平成 11年法律第８６号 

労働安全衛生法 

昭和 47年法律第 57号 

消防法 

昭和 23年法律第 186号 

毒物及び劇物取締法 

昭和 25年法律第 303号 

ダイオキシン類対策特別措置法 

平成 11年法律第 105号 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法） 

昭和 45年法律第 20号 

 

■地球温暖化、省エネ 

名称又は略称 

地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法） 

平成 10年法律第 117号 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法） 

昭和 54年法律第 49号 

 

■条例 

名称又は略称 

兵庫県環境の保全と創造に関する条例 

兵庫県：平成７年条例第 28号 

加古川市下水道条例 

加古川市：昭和 42年条例第 21号 

加古川市火災予防条例 

加古川市：昭和 36年条例第 30号 

 


